
こ 保 給 第 449号
令 和 6年 6月 19日

学校法人 和泉学園

認定こども園 いづみ幼稚園

代表者様

横浜市 こども青少年局保育・教育給付課長

令和 5年度私立幼稚園等預かり保育事業における

施設等利用費の額について

貴園における令和 5年度私立幼稚園等預か り保育事業における施設等利用費の

額は、以下の記載のとお りです.これをもとに、各給付認定保護者の方々に、施設

等利用費の額に係 る法定代理受領の通知をお願い します。

(※)子 ども 。子育て支援法 (平成 24年法律第 65号)に基づく「特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」 (平成 26年内閣府

令第 39号)第 56条第 2項により、4寺定子 ども 。子育て支援提供者は、法

定代理受領 した施設等利用費の額について、給付認定保護者に通知 しなけれ

ばならないことになっていますc

2,700,450 円

(注)上記は、横浜市から施設等利用給付認定 2号を受け、貴園に在籍 し、私立

幼稚園等預か り保育事業の補助対象 となった園児の施設等利用費の総額で
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